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誓 約 書

学校体育（スポーツ）施設開放事業を利用するにあたり、下記の事項を遵守することを
誓約いたします。

記

１．学校施設・備品を故意若しくは過失により損傷させた場合は、利用者の責任とし利用日誌に記載し
て、翌日に学校及び教育委員会へ必ず報告する。また、修繕費については利用団体が負担する。

２．暖房機器を利用し、暖房機器の消し忘れや暖房機器にボールをぶつけるなど、故意若しくは過失又は
法令違反により火災及び施設に損害を発生させた場合は、利用団体が損害賠償責任を負う。




これらの事項を遵守しない場合は、利用中止とすることをあらかじめ承諾する。
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